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令和８年度与那原町情報機器等購入事業仕様書 
 

1. 入札案件 

 令和８年度与那原町情報機器等購入事業 

 

2. 納入場所 

与那原小学校、与那原東小学校、与那原中学校 

※「各学校の納入数量については契約後に決定する」 

与那原町役場 

 

3. 調達品目及び数量 

① ノートパソコン    学校校務用 70台 

② ノートパソコン    町業務用  15台 

 

4-1.機能要件①学校校務用 

項目 要件 

ＯＳ Windows 11 Pro 

ＣＰＵ 
Intel Core i5 第 1２世代以上 

Ryzen 5   第４世代以上 

メモリ 8ＧＢ以上 

ストレージ SSD 256ＧＢ以上 

ネットワーク 

有線 1000BASE-T x 1以上 

無線 Wi-Fi 6対応 IEEE 802.11ax/ac/b/g/n

以上 

インターフェイス 

HDMI（タイプ A）×１、USB 3.0Type-A×2以

上、Type-C×1以上、ステレオヘッドフォン、

マイクジャック 

光学ドライブ 不要 

Webカメラ 720HD Webカメラ 以上 

オーディオ機能 内蔵スピーカー、内蔵マイク 

キーボード 日本語キーボード 

ソフト Office LTSC Standard 2024（教育機関向け） 

ディスプレイ 15.6型 

マウス 有線・光学式 

保証 
メーカ保証１年に加えて３年間の保証をつける

こと 

設定保守業務 

・Officeのインストール 

 ※ライセンス発行証明を提出すること。 

（サービス開通案内 等） 

・管理者ユーザーの作成 

・コンピュータ名の設定 



・WindowsUpdateの実施 

・デフォルトでインストールされているアンチ

ウイルスソフト（マカフィー試用版等）があ

る場合、削除すること（別途町で調達したソ

フトをインストールするため） 

その他 

・各機能要件については、最低限の要件を示し

ていることから、それ「以上」の要件の機器

を選定することは差し支えない。 

 

4-2.機能要件②町業務用 

項目 要件 

ＯＳ Windows 11 Pro 

ＣＰＵ 
Intel Core i5 第 1２世代以上 

Ryzen 5   第４世代以上 

メモリ 16ＧＢ以上 

ストレージ SSD 256ＧＢ以上 

ネットワーク 

有線 1000BASE-T x 1以上 

無線 Wi-Fi 6対応 IEEE 802.11ax/ac/b/g/n

以上 

インターフェイス 

HDMI（タイプ A）×１、USB 3.0Type-A×2以

上、Type-C×1以上、ステレオヘッドフォン、

マイクジャック 

光学ドライブ 不要 

Webカメラ 720HD Webカメラ 以上 

オーディオ機能 内蔵スピーカー、内蔵マイク 

キーボード 日本語キーボード 

ソフト JUST Office 6 

ディスプレイ 15.6型 

マウス 不要 

保証 メーカ標準保証１年 

設定保守業務 

・Officeのインストール 

 ※ライセンス発行証明を提出すること。 

（サービス開通案内 等） 

・管理者ユーザーの作成 

・コンピュータ名の設定 

・WindowsUpdateの実施 

・デフォルトでインストールされているアンチ

ウイルスソフト（マカフィー試用版等）があ

る場合、削除すること（別途町で調達したソ

フトをインストールするため） 

その他 ・各機能要件については、最低限の要件を示し



ていることから、それ「以上」の要件の機器

を選定することは差し支えない。 

 

 

4. 納入期限 

令和８年１０月３０日（金） 

 

5. 設計額 

１７，４５７，０００円（税込み） 

 

 

6. その他重要事項 

（１）請負者はメーカー保証の登録作業を行うこと。 

（２）請負者は納入後も、納入物の故障の際等には一次窓口を請け負うこ

ととする。（必要に応じ、保証書等の管理も行うこと） 

（３）一時窓口等の保守料金は機器料金に含むこと。 

納入期限までに本事業主指定の場所に機器を納入すること。納入後

においても検査期間内に本事業主が各仕様条件を満たさないと判断

した場合は、速やかに仕様品目に取り替える責務を負うこと 

（４）付属品・保証書・取扱説明書等は納品完了時に引き渡すこと。 

（５）本件は、与那原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処 

分に関する条例第 3 条第 1 項に規定する議会の議決を要する契約に 

該当する。このため、落札者決定後は仮契約を締結し、議会の議決を

経たときに本契約として成立するものとする。 

 


